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税のお知らせ税のお知らせ

税務職員を装った
不審な電話に
ご注意ください！
税務署や国税局の職員を名乗り、

年金・マイナンバー制度アンケー

トや年金受給調査と称して、年

齢や家族構成、年金の受給状況、

預金残高や口座情報などについ

て聞き出そうとする事例が発生し

ています。このような電話は、詐

欺事件につながる可能性があり

ますので、ご注意ください。不

審な電話があった場合は、即答

を避け、最寄りの税務署または

警察署にお問い合

わせください。

〇確定申告についてのご相談
１）電話相談
　�申告に関する質問や必要な書類の確認などは、お電話（阿
南税務署☎ 0884-22-0414）でお問い合わせいただけます。
自動音声によりご案内しておりますので、該当の番号を選
択してください。

２）チャットボット（インターネット）
　�AI（人工知能）を活用した自動応答システム
です。所得税の確定申告等の作成に関する質
問に対して、税務職員ふたばが自動で回答い
たします。（令和４年１月上旬公開予定）

税のお知らせ税のお知らせ

確定申告についてお知らせします
所得税の確定申告は、1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の
額を計算して確定させる手続です。申告は阿南税務署窓口の他、ご自宅から
スマホやパソコンを使ってオンライン（e-Tax）でも行えます。確定申告につ
いてのご相談は、電話とチャットボットをご利用ください。

〇阿南税務署で申告
１）設置期間
　令和４年２月16日（水）～�３月15日（火）　※土・日及び祝日等を除く
　８時 30分～ 16時【相談開始 9時】

２）会場
　阿南税務署・３階大会議室（阿南市富岡町滝の下４番地４）

３）必要書類
　▶源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
　▶マイナンバーカード
　　�※�マイナンバーカードをお持ちでない方は、個人番号が確認できる書類（通知カード、個人番号記載の住民票の写し又は住民票

記載事項証明書等）と、本人確認ができる書類（運転免許所、公的医療保険の被保険者証、パスポート等)をご持参ください。

４）注意事項
　▶確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。

　▶確定申告会場設置期間前は、申告相談を行っておりません。
　▶駐車場が大変混雑しますので、極力、公共交通機関をご利用ください。
　▶ご来場の際は、密を避けるため、できる限りお一人でお越しください。
　▶�来場の際は、マスクを着用していただき、入場の際の検温の実施にご協力をお願いいたします。
37.5 度以上の発熱が認められる場合等は、入場をお断りさせていただきます。

　▶申告書は、できるだけご自身で作成し、早めにご提出ください。

【お問い合わせ】　阿南税務署　☎ 0884-22-0414

●入場整理券の入手方法
混雑緩和のため、確定申告会場への入場には整理券が必要となります。入手方法は次の２通りです｡
▶確定申告会場で当日入手
　�申告会場で当日配付します。配付状況は国税庁ＨＰから確認できます。なお、入場整理券の配付状況に応じて、後
日の来場をお願いする場合がありますのでご了承ください。
▶オンラインで事前発行
　�LINEアプリで国税庁公式アカウントを友だち追加し、来場を希望される日の２営
業日前までに発行してください。

LINEアプリの
友だち追加は
こちらから→

国税に関するマイナンバー制度の最新情報
｢国税庁　マイナンバー」で検索するか、右のQRコードを読み込んで、
国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞につ
いて」をご覧ください。

〇 e-Taxで自宅から申告
ご自宅から、スマホ、タブレット、パソコンから、国税庁ホー
ムページの確定申告書等作成コーナーにアクセスし、画面の
案内に従って入力することで、簡単に確定申告ができます。

１）申告手順
　▶確定申告書等作成コーナーにアクセス
　　確定申告期間中は24時間
　　ご利用になれます。
　▶申告書を作成
　　画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算され、簡単に作成できます。
　▶申告書を送信
　　�マイナンバーカードを使って行う方法と、税務署などで交付を受けた「ID・パスワード方式の届出完
了通知」を使って行う方法があります。マイナンバーカードがあると、申告内容や税務署からのお知
らせを確認できるようになり、e-Taxをより便利にご利用いただけます。

２）動画で見る確定申告
　�確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法の動画をご覧になれます。
　｢動画で見る確定申告」で検索するか、右のQRコードを読み込んでご覧ください。

「０」：�所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消
費税の確定申告に係るご質問やご相談

「１」：確定申告以外の国税に関する一般的なご相談やご質問
「２」：阿南税務署からのお尋ねや納付に関するご相談など
「３」：消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関するご相談


